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は
じ
め
に

日
本
に
お
け
る
企
業
再
生
の
焦
点
は
、
中
央
か
ら
地
方
へ
と
シ
フ
ト
し
て
お
り
、
そ
こ
で
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
中
堅
・
中
小
企
業
再

生
お
よ
び
第
三
セ
ク
タ
ー
再
生
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
こ
こ
数
年
の
日
本
経
済
の
回
復
に
よ
っ
て
、
大
型
の
企
業
倒
産
は
減
少
す
る
と
と
も
に
、
企
業
な
い
し
事
業
再
生
も
一

定
の
成
果
を
示
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
反
面
、
地
方
で
は
中
堅
・
中
小
企
業
の
倒
産
は
む
し
ろ
増
加
し
て
お
り
、
そ
の
再

生
も
遅
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
帝
国
デ
ー
タ
バ
ン
ク
の
全
国
企
業
倒
産
集
計
で
は
、
二
〇
〇
七
年
の
倒
産
件
数
は
一
万
九
五
九
件

（
前
年
九
三
五
一
件
）
発
生
し
、
前
年
比
一
七
・
二
％
（
一
六
〇
八
件
）
の
増
加
と
な
り
、
一
万
件
を
突
破
し
た
。
こ
れ
は
、
負
債

一
億
円
未
満
の
倒
産
が
六
五
五
九
件
（
前
年
五
三
九
二
件
）
に
増
加
（
前
年
比
二
一
・
六
％
増
）
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な

よ
う
に
、
中
小
・
零
細
企
業
の
倒
産
増
加
に
よ
る
も
の
で
あ
る
（
１
）。

つ
ま
り
、
大
企
業
の
業
績
は
回
復
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
き
た
反

面
、
地
方
の
中
小
企
業
の
業
績
は
回
復
し
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
悪
化
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
地
方
で
は
、
第
三
セ
ク

タ
ー
の
経
営
危
機
も
深
刻
化
し
て
お
り
、
法
的
手
続
き
を
申
請
す
る
大
型
案
件
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
企
業
再
生
の
焦

点
は
、
大
企
業
か
ら
地
方
の
中
堅
・
中
小
企
業
あ
る
い
は
第
三
セ
ク
タ
ー
へ
と
移
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
企
業
の
再
生
な
く
し
て
地

方
再
生
は
実
現
で
き
ず
、
こ
れ
ら
の
企
業
再
生
は
緊
急
性
の
高
い
政
策
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
政
策
課
題
に
対
す
る
取
り
組
み
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
地
域
力
再
生
機
構
が
構
想
さ
れ
、
そ
の
設
立
準
備
が
進
め
ら
れ

企
業
再
生
の
課
題
と
展
望
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て
い
る
。
こ
れ
は
、
す
で
に
活
動
を
終
え
た
産
業
再
生
機
構
を
モ
デ
ル
と
し
て
構
想
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
成
果
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

産
業
再
生
機
構
に
つ
い
て
は
、
対
象
案
件
数
の
少
な
さ
な
ど
か
ら
否
定
的
な
評
価
も
一
部
に
は
あ
る
も
の
の
、
一
定
の
成
果
を
上
げ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
最
大
の
成
果
は
、
私
的
整
理
手
続
き
で
の
企
業
再
生
の
モ
デ
ル
を
提
示
・
確
立
し
た
こ
と
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
地
域
力
再
生
機
構
が
ど
の
よ
う
な
成
果
を
あ
げ
る
か
は
非
常
に
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
こ
の
地
域
力
再
生
機
構
の
構
想
を
紹
介
し
た
上
で
、
地
域
再
生
の
課
題
を
検
討
す
る
。
そ
の
際
、
ま
ず
地
域

力
再
生
機
構
の
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
る
産
業
再
生
機
構
の
評
価
を
確
認
し
た
上
で
、
同
機
構
の
構
想
を
概
観
す
る
。
さ
ら
に
地
域
の

中
小
企
業
お
よ
び
第
三
セ
ク
タ
ー
再
生
の
現
状
を
考
察
し
、
今
後
の
注
目
点
を
列
挙
す
る
。

１
　
産
業
再
生
機
構
の
評
価

周
知
の
よ
う
に
、
産
業
再
生
機
構
は
、
政
府
発
表
「
改
革
加
速
の
た
め
の
総
合
対
応
策
」（
平
成
一
四
年
一
〇
月
三
〇
日
）、「
株
式

会
社
産
業
再
生
機
構
法
」（
平
成
一
五
年
四
月
九
日
）
を
経
て
、
同
年
五
月
八
日
に
業
務
を
開
始
し
、
平
成
一
七
年
三
月
三
一
日
を

も
っ
て
債
権
買
取
期
限
は
終
了
し
た
。
事
業
再
生
へ
の
入
り
口
と
い
う
点
で
、
同
機
構
は
他
に
例
を
見
な
い
ユ
ニ
ー
ク
な
チ
ャ
ネ
ル

を
提
供
し
た
。

も
っ
と
も
産
業
再
生
機
構
を
金
融
機
関
の
不
良
債
権
処
理
と
い
う
政
策
目
標
か
ら
見
る
と
、
成
果
は
不
十
分
で
あ
っ
た
と
い
う
意

見
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
機
構
の
支
援
案
件
は
、
当
初
目
標
と
い
わ
れ
た
一
〇
〇
件
一
〇
兆
円
に
は
及
ば
ず
、
四
一
件
一
兆
円
余

に
と
ど
ま
っ
た
。
し
か
し
、
機
構
の
評
価
は
、
こ
の
よ
う
な
数
量
的
な
側
面
で
は
な
く
、
事
業
再
生
市
場
に
資
金
フ
ロ
ー
を
提
供
す

る
と
と
も
に
、
各
種
の
「
し
が
ら
み
」
の
糸
を
解
き
ほ
ぐ
し
、
経
済
合
理
的
な
事
業
再
生
の
モ
デ
ル
を
示
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
評
価

さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
機
構
は
十
分
な
成
果
を
果
た
し
た
と
考
え
ら
れ
る
（
２
）。
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具
体
的
に
は
、
同
機
構
の
果
た
し
た
役
割
と
し
て
次
の
点
が
考
え
ら
れ
る
（
３
）。

第
一
に
、
プ
ロ
ラ
タ
に
よ
る
債
権
者
間
調
整
を
迅
速
に
行
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
メ
イ
ン
バ
ン
ク
制
度
が
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
た

し
て
い
た
の
か
、
さ
ら
に
そ
れ
が
現
在
ど
の
程
度
崩
壊
し
た
の
か
と
い
っ
た
論
点
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
内
外
の
研
究
が
進
め
ら

れ
、
論
議
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
金
融
機
関
の
間
で
は
、
旧
来
型
の
メ
イ
ン
バ
ン
ク
に
よ
る
責
任
負
担
を
求
め
る
慣
行
、
い
わ

ゆ
る
「
メ
イ
ン
寄
せ
」
が
根
強
く
残
存
し
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
債
権
者
間
調
整
の
観
点
で
は
「
私
的
整
理
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

の
延
長
線
上
に
産
業
再
生
機
構
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、「
私
的
整
理
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
が
金
融
機
関
の
申
し
合
わ
せ
に

過
ぎ
な
か
っ
た
た
め
に
、
メ
イ
ン
寄
せ
を
主
張
す
る
金
融
機
関
を
拘
束
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
産
業
再
生
機
構
と

い
う
公
的
機
関
が
、
合
理
的
な
事
業
再
生
計
画
を
策
定
し
た
上
で
債
権
者
調
整
を
主
導
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
強
い
拘
束
力
を
有
す

る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
民
間
の
債
権
者
だ
け
で
な
く
、
公
的
な
債
権
者
に
対
し
て
も
強
い
調
整
力
を
発
揮
し

た
こ
と
も
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

第
二
に
、
対
象
企
業
が
再
び
市
場
競
争
力
を
取
り
戻
す
こ
と
を
目
指
し
た
抜
本
的
な
リ
ス
ト
ラ
が
行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
通
常
、

債
権
者
・
債
務
者
間
の
私
的
な
交
渉
・
合
意
で
は
、
問
題
が
先
送
り
さ
れ
る
傾
向
が
強
く
、
抜
本
的
な
リ
ス
ト
ラ
が
行
わ
れ
に
く
い

と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
債
務
者
側
が
抜
本
的
な
リ
ス
ト
ラ
や
債
権
放
棄
要
請
を
す
る
た
め
に
は
、
経
営
責
任
や
株
主
責
任
の
明

確
化
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
ず
、
こ
れ
ら
の
明
確
化
は
経
営
者
あ
る
い
は
株
主
の
地
位
喪
失
に
つ
な
が
る
た
め
自
ら
選
択
し
に
く
い
。

一
方
、
債
権
者
側
も
、
債
権
放
棄
に
よ
る
損
失
確
定
や
不
良
債
権
処
理
が
伴
う
た
め
、
抜
本
的
な
リ
ス
ト
ラ
を
債
務
者
に
要
請
し
に

く
い
。
つ
ま
り
、
債
権
者
に
も
、
債
務
者
に
も
抜
本
的
な
リ
ス
ト
ラ
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
存
在
す
る
。
し
た

が
っ
て
、
抜
本
的
な
リ
ス
ト
ラ
は
、
私
的
整
理
の
枠
組
み
で
は
難
し
か
っ
た
。
し
か
し
、
産
業
再
生
機
構
は
私
的
整
理
の
枠
組
み
の

中
で
こ
の
よ
う
な
抜
本
的
な
リ
ス
ト
ラ
を
遂
行
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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第
三
に
、
私
的
整
理
の
メ
リ
ッ
ト
を
生
か
し
た
こ
と
で
あ
る
。
法
的
整
理
は
、
抜
本
的
な
リ
ス
ト
ラ
や
裁
判
所
に
よ
る
債
権
者
間

調
整
が
行
わ
れ
る
の
で
、
拘
束
力
や
実
効
性
は
高
い
が
、
倒
産
や
破
綻
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
派
生
す
る
た
め
、
顧
客
や
取
引
先
が

散
逸
し
、
企
業
価
値
が
過
度
に
毀
損
す
る
危
険
性
が
あ
る
。
実
際
、
倒
産
し
た
デ
パ
ー
ト
の
進
物
品
売
上
は
低
下
し
、
建
設
会
社
の

受
注
は
急
減
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
資
金
回
収
を
危
ぶ
む
納
入
業
者
が
掛
売
り
を
拒
否
す
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
点
、

私
的
整
理
で
は
、
拘
束
力
や
実
効
力
は
低
い
が
、
倒
産
イ
メ
ー
ジ
の
派
生
を
回
避
し
、
顧
客
や
納
入
業
者
の
散
逸
を
防
ぎ
や
す
い
。

し
た
が
っ
て
、
一
般
に
、
私
的
整
理
と
法
的
整
理
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
点
に
お
い
て
ト
レ
ー
ド
オ
フ
の
関
係
に
あ
る
が
、
産
業
再
生
機

構
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
倒
産
イ
メ
ー
ジ
の
排
除
と
い
う
私
的
整
理
の
メ
リ
ッ
ト
を
生
か
し
な
が
ら
、
そ
の
短
所
を
排
除
す

る
手
続
き
が
可
能
と
な
っ
た
と
い
え
る
。

２
　
地
域
力
再
生
機
構
の
構
想

現
在
構
想
中
の
地
域
力
再
生
機
構
は
、
産
業
再
生
機
構
の
果
た
し
た
役
割
を
踏
ま
え
、
地
域
活
性
化
策
の
ひ
と
つ
と
し
て
提
起
さ

れ
た
。
地
域
活
性
化
を
重
要
施
策
と
す
る
安
倍
内
閣
の
下
で
、
産
業
再
生
機
構
の
地
方
版
と
し
て
、
経
営
不
振
の
中
堅
企
業
の
事
業

再
生
や
自
治
体
の
第
三
セ
ク
タ
ー
の
破
綻
処
理
を
担
う
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
初
は
低
支
持
率
に
あ
え

ぐ
安
倍
政
権
の
延
命
策
と
し
て
、
地
方
へ
の
資
金
の
ば
ら
ま
き
に
終
始
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
非
難
も
あ
り
、
批
判
的
な
見

方
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
政
府
の
経
済
財
政
諮
問
会
議
で
は
、「
地
域
力
再
生
機
構
研
究
会
」
が
発
足
し
、
座
長
の
高
木
新
二
郎
氏

の
下
に
活
発
か
つ
真
摯
な
検
討
が
進
め
ら
れ
、
二
〇
〇
七
年
一
二
月
に
最
終
報
告
書
が
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
（
４
）。

同
機
構
が
重
視
す
べ
き
点
と
し
て
、
七
点
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
要
約
す
る
と
以
下
で
あ
る
（
５
）。

①
地
域
経
済
の
再
生
の
先
導
的
な
成
功
事
例
の
創
出
を
目
指
す
。
す
な
わ
ち
、
地
域
振
興
や
産
業
振
興
の
モ
デ
ル
作
り
を
強
く
意
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識
し
た
取
組
を
進
め
、
他
地
域
へ
の
連
鎖
的
展
開
を
図
る
と
と
も
に
、
未
だ
モ
デ
ル
が
確
立
し
て
い
な
い
第
三
セ
ク
タ
ー
再
生

の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
を
確
立
す
る
。

②
画
一
的
対
応
で
は
な
く
、
地
域
特
性
や
事
業
者
の
状
況
に
応
じ
た
手
法
を
展
開
す
る
。
地
方
公
共
団
体
、
地
域
金
融
機
関
お
よ

び
地
域
産
業
界
と
連
携
し
つ
つ
、
各
地
域
の
特
性
や
事
業
者
の
状
況
に
応
じ
た
手
法
を
テ
ー
ラ
ー
メ
ー
ド
で
立
案
・
展
開
す
る

こ
と
を
基
本
と
し
、
そ
の
た
め
の
多
様
な
人
材
を
集
め
る
。
そ
の
際
、
案
件
の
公
表
に
関
し
て
は
、
対
象
企
業
へ
の
影
響
を
勘

案
し
、
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
で
対
応
す
る
。

③
地
域
の
境
界
を
超
え
た
、
全
国
的
な
レ
ベ
ル
で
の
取
組
を
展
開
す
る
。
地
方
公
共
団
体
の
地
理
的
境
界
線
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
大

都
市
と
地
方
、
あ
る
い
は
全
国
規
模
の
シ
ナ
ジ
ー
を
追
求
す
る
。

④
民
間
活
力
の
活
用
を
重
視
し
つ
つ
、
他
施
策
と
の
役
割
分
担
に
よ
り
、
新
た
な
選
択
肢
と
し
て
機
能
す
る
。
す
な
わ
ち
、
民
間

の
事
業
再
生
フ
ァ
ン
ド
や
再
生
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
な
ど
、
民
間
機
関
の
活
動
が
活
発
化
し
て
い
る
こ
と
や
、
中
小
企
業
再
生
支
援

協
議
会
や
整
理
回
収
機
構
が
す
で
に
各
種
の
取
り
組
み
を
進
め
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
民
間
活
力
の
活
用
を
機
構
の
基
本
的

な
運
営
方
針
と
す
る
と
と
も
に
、
機
構
は
、
中
立
的
機
関
の
特
性
を
生
か
し
た
役
割
（
再
生
計
画
の
審
査
、
対
象
先
の
選
定
、

債
権
者
間
調
整
、
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
構
築
、
Ｄ
Ｉ
Ｐ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
優
先
弁
済
に
関
す
る
確
認
等
）
を
果
た
す
。

⑤
地
域
金
融
機
関
や
地
方
公
共
団
体
、
地
域
産
業
界
、
国
等
と
の
連
携
・
協
働
を
確
保
す
る
。
地
域
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
連

携
し
つ
つ
、
地
域
企
業
の
経
営
者
の
意
識
改
革
を
促
す
と
と
も
に
、
第
三
セ
ク
タ
ー
に
関
与
す
る
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
と

も
に
再
生
に
取
り
組
む
姿
勢
を
求
め
て
い
く
。
さ
ら
に
、
国
や
関
係
省
庁
に
も
協
力
を
求
め
て
い
く
。

⑥
独
立
性
・
中
立
性
の
高
い
組
織
と
す
る
。
機
構
に
よ
る
支
援
の
成
否
を
決
め
る
鍵
は
、
債
権
者
間
調
整
に
あ
る
た
め
、
産
業
再

生
機
構
と
同
様
、
こ
の
役
割
を
重
視
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
機
構
は
公
平
性
・
透
明
性
を
確
保
し
た
組
織
整
備
が
必
要
で
あ
り
、
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外
部
有
識
者
を
含
め
た
意
思
決
定
機
関
（
産
業
再
生
機
構
に
お
け
る
「
産
業
再
生
委
員
会
」）
を
設
け
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。

⑦
五
年
の
時
限
組
織
と
し
て
、
損
失
を
回
避
し
つ
つ
集
中
的
な
事
業
展
開
を
行
い
、
民
間
市
場
の
創
造
・
拡
大
へ
と
結
び
つ
け
る
。

産
業
再
生
機
構
が
法
に
よ
り
五
年
の
設
置
期
限
を
設
け
て
い
た
の
と
同
様
、
五
年
間
に
限
り
集
中
的
に
事
業
を
実
施
し
、
民
間

フ
ァ
ン
ド
等
の
ビ
ジ
ネ
ス
が
育
成
さ
れ
る
土
壌
を
整
備
す
る
。
な
お
、
こ
の
間
徹
底
し
た
採
算
管
理
を
行
い
、
損
失
が
発
生
し

な
い
よ
う
に
す
る
。

以
上
の
諸
点
を
見
る
限
り
、
地
域
力
再
生
機
構
は
、
産
業
再
生
機
構
を
モ
デ
ル
と
し
、
そ
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
活
用
す
る
も
の
と
し
て

構
想
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
さ
ら
に
追
加
的
な
取
り
組
み
も
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
と
し

て
、「
面
的
再
生
」
が
挙
げ
ら
れ
る
（
６
）。

こ
れ
は
、
地
域
の
企
業
再
生
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
当
該
企
業
だ
け
で
な
く
。
地
域
の
関
連

企
業
や
公
的
セ
ク
タ
ー
と
の
調
整
、
地
域
資
源
を
活
用
し
た
一
体
的
取
組
な
ど
、
面
的
な
広
が
り
を
も
っ
た
再
生
が
必
要
で
あ
る
と

の
考
え
方
に
由
来
す
る
概
念
で
あ
る
。
産
業
再
生
機
構
は
、
支
援
案
件
と
し
て
温
泉
旅
館
の
再
生
に
取
り
組
ん
だ
が
、
街
全
体
の
環

境
整
備
や
地
域
資
源
活
用
の
面
で
は
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
反
省
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
地
域
の
再
生
は
、
一
企
業

と
い
う
点
で
は
な
く
、
よ
り
広
い
視
野
か
ら
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
面
的
再
生
の
対
象
ケ
ー
ス
と
し
て
、
①
周
辺
地
域
の
環
境
整
備
が
必
要
な
ケ
ー
ス
（
例
、
百
貨
店
再
生
と
周
辺
商
店

街
の
活
性
化
な
ど
）、
②
地
方
公
共
団
体
や
国
の
関
与
す
る
事
業
に
つ
い
て
機
構
に
よ
る
調
整
機
能
の
発
揮
が
必
要
な
ケ
ー
ス
（
例
、

民
間
交
通
機
関
の
再
生
と
公
営
交
通
と
の
事
業
調
整
な
ど
）、
③
他
の
事
業
分
野
と
の
一
体
的
な
事
業
展
開
が
必
要
な
ケ
ー
ス
（
例
、

地
域
交
通
機
関
再
生
の
た
め
に
、
観
光
資
源
の
整
備
・
活
用
が
必
要
な
ケ
ー
ス
な
ど
）、
④
複
数
企
業
の
同
時
・
包
括
的
再
生
が
必

要
な
ケ
ー
ス
（
例
、
温
泉
街
の
ケ
ー
ス
）、
⑤
全
国
規
模
で
ウ
ェ
ブ
状
に
企
業
融
合
を
進
め
る
ケ
ー
ス
（
例
、
地
域
の
観
光
バ
ス
会

社
を
全
国
規
模
で
グ
ル
ー
プ
化
な
ど
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
面
的
再
生
」
と
い
う
概
念
は
、
地
域
再
生
を
考
え
る
上
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で
、
重
要
な
鍵
と
な
る
発
想
で
あ
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
今
後
の
注
目
点
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
役
割
を
担
う
も
の
と
し
て
構
想
さ
れ
た
地
域
力
再
生
機
構
の
組
織
・
体
制
は
、
株
式
会
社
組
織
と
す
る

こ
と
（
た
だ
し
、
株
主
等
に
つ
い
て
は
政
府
全
体
で
検
討
）、
公
平
性
・
透
明
性
確
保
の
観
点
か
ら
、
取
締
役
会
お
よ
び
監
査
役
会

と
は
別
に
、
意
思
決
定
機
関
と
し
て
「
地
域
力
再
生
委
員
会
」（
仮
称
）
を
設
置
す
る
こ
と
、
設
置
期
限
を
五
年
以
内
と
し
、
支
援

決
定
期
限
を
創
設
後
二
年
以
内
と
す
る
こ
と
（
た
だ
し
、
第
三
セ
ク
タ
ー
に
つ
い
て
は
一
定
程
度
柔
軟
に
対
応
）、
な
ど
を
骨
子
と

し
て
い
る
（
７
）。

ま
た
、
業
務
内
容
は
、
①
デ
ュ
ー
デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス
（
Ｄ
Ｄ
）
の
実
施
、
事
業
再
生
計
画
策
定
支
援
、
債
権
者
調
整
（
特
に
プ
ロ

ラ
タ
原
則
の
重
視
）、
②
対
象
事
業
者
に
対
し
て
金
融
機
関
の
保
有
す
る
債
権
の
買
い
取
り
（
必
ず
し
も
地
銀
に
限
定
せ
ず
メ
ガ
バ

ン
ク
を
含
む
）、
③
対
象
事
業
者
の
再
生
支
援
の
た
め
の
融
資
・
債
務
保
証
・
出
資
な
い
し
株
式
取
得
、
人
材
派
遣
な
い
し
紹
介
、

④
（
支
援
決
定
や
買
い
取
り
決
定
以
外
の
案
件
に
対
す
る
）
経
営
助
言
で
あ
る
（
８
）。

な
お
、
具
体
的
な
業
務
フ
ロ
ー
と
し
て
は
、
以
下
の
流
れ
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
支
援
申
込
み
を
受
け
た
後
、
支
援
基
準

に
従
っ
て
、
支
援
を
決
定
す
る
。
そ
の
際
、
事
業
再
生
計
画
に
つ
い
て
事
業
者
と
労
働
者
と
の
協
議
の
状
況
等
に
配
慮
す
る
と
と
も

に
、
企
業
規
模
を
理
由
に
不
利
益
な
取
り
扱
い
を
せ
ず
、
あ
く
ま
で
も
雇
用
、
取
引
関
係
等
、
地
域
経
済
へ
の
影
響
と
い
う
観
点
か

ら
支
援
決
定
を
判
断
す
る
。
次
に
、
支
援
決
定
を
行
っ
た
場
合
、
当
該
金
融
機
関
等
が
対
象
事
業
者
に
対
し
て
有
す
る
す
べ
て
の
債

権
に
つ
き
、
債
権
買
い
取
り
の
申
込
み
ま
た
は
事
業
再
生
計
画
に
従
っ
た
債
権
放
棄
等
を
行
う
こ
と
の
同
意
の
回
答
を
求
め
る
。
ま

た
、
機
構
は
可
能
な
限
り
ス
ポ
ン
サ
ー
等
に
よ
る
買
い
取
り
を
目
指
し
つ
つ
、
必
要
な
債
権
の
買
い
取
り
、
出
資
等
を
実
行
す
る
。

第
三
に
、
機
構
は
支
援
決
定
後
三
年
以
内
に
債
権
や
持
分
の
処
分
を
行
う
。
な
お
、
そ
の
間
次
の
原
則
を
定
め
る
。
①
情
報
公
開
に

つ
い
て
は
、
業
務
運
営
の
透
明
性
を
確
保
す
る
た
め
、
何
ら
か
の
形
で
速
や
か
に
公
表
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。
②
国
お
よ
び
地
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方
公
共
団
体
に
よ
る
協
力
に
つ
い
て
は
、
機
構
が
協
力
を
要
請
し
た
場
合
、
そ
れ
を
得
や
す
く
す
る
仕
組
み
を
設
け
る
。
③
Ｄ
Ｄ
費

用
等
の
負
担
は
、
実
質
的
な
受
益
者
（
対
象
事
業
者
、
地
方
公
共
団
体
、
ス
ポ
ン
サ
ー
等
）
に
求
め
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。
④
経

営
者
・
株
主
の
責
任
は
曖
昧
に
せ
ず
、
経
営
者
の
退
陣
や
株
主
権
の
消
却
な
ど
、
責
任
明
確
化
を
原
則
と
す
る
（
た
だ
し
、
画
一
化

は
避
け
、
柔
軟
な
対
応
を
検
討
す
る
）
（
９
）。

３
　
地
域
再
生
の
現
状

前
節
で
概
観
し
た
よ
う
に
、
地
域
力
再
生
機
構
は
、
地
域
の
企
業
や
第
三
セ
ク
タ
ー
の
再
生
を
企
図
す
る
も
の
と
し
て
構
想
さ
れ

て
い
る
が
、
地
域
再
生
の
現
状
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
。

ま
ず
、
地
方
の
中
小
企
業
再
生
に
関
し
て
は
、
二
〇
〇
三
年
二
月
に
中
小
企
業
再
生
支
援
協
議
会
が
設
立
さ
れ
、
各
地
で
活
動
し

て
い
る
。
二
〇
〇
七
年
九
月
末
ま
で
の
窓
口
相
談
企
業
数
は
、
累
計
で
一
万
二
八
五
五
社
、
こ
の
う
ち
金
融
機
関
と
の
調
整
を
含
む

抜
本
的
な
対
策
が
必
要
な
一
五
六
六
社
に
つ
い
て
再
生
計
画
の
策
定
支
援
が
完
了
し
、
そ
の
結
果
、
一
〇
万
六
一
二
名
の
雇
用
が
確

保
さ
れ
た
。
ま
た
、
四
一
四
社
に
つ
い
て
は
引
き
続
き
計
画
策
定
支
援
中
で
、
再
生
計
画
の
策
定
が
完
了
又
は
支
援
中
の
企
業
は
累

計
で
一
九
八
〇
社
で
あ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
（
10
）。

こ
の
実
績
に
つ
い
て
は
、
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
同
協
議
会
に
対
す
る

金
融
機
関
の
認
知
度
も
高
ま
っ
て
き
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
反
面
協
議
会
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
は
、
各
地
域
に
よ
っ
て
ば

ら
つ
き
が
あ
る
と
い
う
指
摘
も
あ
り
、
人
材
育
成
や
情
報
交
換
機
能
な
ど
の
拡
充
も
課
題
と
な
っ
て
い
る
（
11
）。

他
方
、
各
地
に
地
域
再
生
フ
ァ
ン
ド
が
設
立
・
運
用
さ
れ
て
お
り
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
都
道
府
県
を
網
羅
し
て
い
る
。
し
か
し
、

必
ず
し
も
十
分
な
成
果
を
上
げ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
の
背
景
と
し
て
は
、
地
域
金
融
機
関
と
債
務
者
企
業

と
も
に
、
フ
ァ
ン
ド
を
利
用
す
る
意
欲
や
切
迫
感
が
低
か
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
フ
ァ
ン
ド
を
利
用
す
る
と
、
デ
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ュ
ー
デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス
が
行
わ
れ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
支
援
協
議
会
な
ど
第
三
者
の
目
に
さ
ら
さ
れ
、
そ
こ
で
再
生
計
画
を
策
定
す

る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
る
と
「
問
題
の
先
送
り
」
は
で
き
ず
、
か
な
り
踏
み
込
ん
だ
リ
ス
ト
ラ
ク
チ
ュ
ア
リ
ン
グ
を
断
行
せ
ざ
る

を
得
な
く
な
る
。
し
か
し
、
徹
底
し
た
リ
ス
ト
ラ
ク
チ
ュ
ア
リ
ン
グ
は
債
務
者
だ
け
で
な
く
、
債
権
者
に
と
っ
て
も
損
失
の
確
定
や

地
域
で
の
評
判
の
低
下
な
ど
を
招
く
恐
れ
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
地
方
で
は
、
債
務
者
企
業
だ
け
で
な
く
、
債
権
者
の
金
融
機
関
も
徹

底
し
た
リ
ス
ト
ラ
ク
チ
ュ
ア
リ
ン
グ
を
先
送
り
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
強
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
フ
ァ
ン
ド
の
利
用
を
躊
躇
す
る
傾
向
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
（
12
）。

さ
ら
に
、
第
三
セ
ク
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
六
年
三
月
末
時
点
で
、
全
体
の
三
八
％
に
あ
た
る
約
三
〇
〇
〇
法
人
が
赤
字
で
、

う
ち
五
・
四
％
に
あ
た
る
約
四
三
〇
法
人
が
債
務
超
過
に
陥
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
金
融
機
関
等
か
ら
の
借
入
に
関
し
、

出
資
地
方
公
共
団
体
が
金
融
機
関
等
と
締
結
し
て
い
る
損
失
補
償
契
約
に
係
る
債
務
残
高
を
有
す
る
法
人
等
は
、
全
体
の
一
六
・

七
％
で
一
三
二
三
法
人
に
達
し
、
債
務
残
高
は
九
兆
三
八
五
三
億
円
と
な
っ
て
い
る
（
13
）。

こ
の
よ
う
な
経
営
不
振
の
第
三
セ
ク
タ
ー
に

つ
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
が
何
ら
か
の
形
で
資
金
供
給
し
な
け
れ
ば
、
い
ず
れ
破
綻
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
表
）さ

ら
に
、
破
綻
し
た
場
合
は
、
そ
の
債
務
処
理
が
問
題
と
な
る
。
地
方
自
治
体
に
よ
る
債
務
保
証
は
財
政
援
助
制
限
法
で
禁
止
さ

れ
て
い
る
が
、
損
失
補
償
に
関
し
て
は
、
一
九
五
四
年
旧
自
治
庁
行
政
課
長
回
答
を
根
拠
に
対
象
外
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
根
拠

に
長
年
に
わ
た
っ
て
損
失
補
償
契
約
が
交
わ
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
二
〇
〇
六
年
一
一
月
横
浜
地
裁
判
決
に
お
い
て
、
川
崎
市
と

第
三
セ
ク
タ
ー
と
の
間
に
交
わ
さ
れ
て
い
た
損
失
補
償
契
約
を
無
効
と
す
る
判
決
が
示
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
今
後
は
こ
れ
ら
損
失
補

償
契
約
に
お
い
て
大
き
な
意
味
を
持
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
（
14
）。

こ
の
よ
う
に
経
営
不
振
に
陥
っ
て
い
る
、
地
域
の
民
間
企
業
も
第
三
セ
ク
タ
ー
も
、
問
題
を
先
送
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
延
命
し
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て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
水
面
下
で
は
よ
り
一
層
事
態
の
悪
化
が
進
行
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
業
体
に
つ
い
て
は
、
そ
の
存
続
の
可
否
を
含
め
、

客
観
的
か
つ
公
正
な
観
点
か
ら
Ｄ
Ｄ
を
行
い
、
抜
本
的
な
リ
ス
ト
ラ
ク
チ
ュ
ア
リ
ン

グ
を
行
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

４
　
今
後
の
注
目
点

前
述
の
よ
う
に
、
地
域
力
再
生
機
構
の
設
立
に
つ
い
て
の
法
案
が
閣
議
決
定
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
活
動
が
期
待
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
注
目
点
と
し
て
、
次
の
四
点
を

指
摘
す
る
。

ま
ず
、
地
域
力
再
生
機
構
は
、
面
的
再
生
を
重
視
し
て
お
り
、
地
域
の
中
小
企
業

再
生
に
お
い
て
、
そ
の
有
効
性
が
期
待
さ
れ
る
。
こ
こ
で
い
う
面
的
再
生
と
は
、
単

独
の
企
業
再
生
で
は
な
く
、
地
域
ぐ
る
み
で
再
生
す
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
た
と

え
ば
、
温
泉
旅
館
の
再
生
に
お
い
て
は
、
単
独
の
温
泉
旅
館
だ
け
を
再
生
し
て
も
、

周
囲
に
廃
墟
と
化
し
た
温
泉
旅
館
跡
が
累
々
と
し
て
い
た
の
で
は
、
当
該
温
泉
旅
館

の
再
生
も
お
ぼ
つ
か
な
い
。
地
域
全
体
の
温
泉
旅
館
を
再
生
し
、
全
体
の
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
様
の
こ

と
が
、
地
方
の
商
業
施
設
や
レ
ジ
ャ
ー
施
設
、
さ
ら
に
は
農
林
業
地
域
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
地
域
ぐ
る
み
の
再
生
を

面
的
再
生
と
い
う
考
え
方
で
と
ら
え
て
お
り
、
興
味
深
い
。
さ
ら
に
、
地
域
の
中
堅
・
中
小
企
業
再
生
に
お
い
て
は
、
案
件
が
小
さ

す
ぎ
る
こ
と
が
、
投
資
フ
ァ
ン
ド
に
と
っ
て
投
資
の
制
約
条
件
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
面
的
再
生
は
、
か
な
り
の
大
型
案
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表　債務超過額が大きい主な第三セクター

（総務省資料から作成。2006年度末時点。単位は百万円）

（出所）『日本経済新聞』2008年２月２日、５面。
北海道芦別市 星の降る里芦別

主な出資自治体 法人名
千葉県 東葉高速鉄道

大阪市
大阪ワールドトレードセンタービルディング
アジア太平洋トレードセンター
クリスタ長堀

神戸市 海上アクセス
千葉県 北総鉄道
愛知県 蒲郡海洋開発
広島市 広島地下街開発
茨城県 鹿島都市開発

債務超過額
51,730
49,918
29,113
15,180
12,832
10,274

6,895
6,617
6,497
5,085



件
に
な
り
う
る
の
で
、
投
資
規
模
的
な
制
約
も
乗
り
越
え
ら
れ
、
投
資
フ
ァ
ン
ド
を
誘
引
す
る
可
能
性
に
も
つ
な
が
り
う
る
こ
と
が

期
待
で
き
る
（
15
）。

第
二
に
、
地
域
力
再
生
機
構
は
、
産
業
再
生
機
構
を
モ
デ
ル
に
し
て
設
立
さ
れ
る
が
、
産
業
再
生
機
構
の
功
績
は
、
事
業
再
生
、

と
り
わ
け
私
的
整
理
の
モ
デ
ル
を
提
示
し
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
経
験
知
に
基
づ
き
、
地
域
力
再
生
機
構
に
お
い
て
も
事
業
再
生
の

モ
デ
ル
を
提
示
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
特
に
、
地
方
の
第
三
セ
ク
タ
ー
は
、
債
務
者
企
業
と
地
方
公
共
団
体
と
地
域
金
融
機
関

と
の
し
が
ら
み
も
強
く
、
問
題
を
先
送
り
す
る
誘
因
を
よ
り
強
く
有
し
て
い
る
と
と
も
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
公
的
資
金
が
投
入
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
債
権
者
間
調
整
に
お
け
る
困
難
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
の
困
難
な
状
況
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
モ
デ
ル
を
提
示
す
る
こ

と
が
で
き
る
か
が
注
目
さ
れ
る
（
16
）。

た
だ
し
、
第
三
セ
ク
タ
ー
の
場
合
、
そ
の
業
態
は
鉄
道
、
会
議
場
・
テ
ナ
ン
ト
ビ
ル
等
（
い
わ
ゆ

る
「
箱
も
の
」）、
レ
ジ
ャ
ー
・
リ
ゾ
ー
ト
施
設
の
三
つ
が
中
心
で
あ
る
た
め
、
類
型
化
し
や
す
い
と
い
う
特
色
を
も
っ
て
い
る
点
に

は
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
三
に
、
有
為
な
人
材
を
ど
の
程
度
糾
合
で
き
る
か
と
い
う
点
も
注
目
さ
れ
る
。
産
業
再
生
機
構
で
は
、
有
為
な
人
材
を
糾
合
・

活
用
し
、
そ
の
よ
う
な
人
材
に
企
業
再
生
の
経
験
知
を
蓄
積
さ
せ
た
こ
と
が
評
価
さ
れ
て
い
る
が
、
地
域
力
再
生
機
構
に
お
い
て
も

同
じ
よ
う
に
有
為
な
人
材
を
糾
合
で
き
る
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
特
に
、
地
域
再
生
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
地
域
の
独
自
性
や
個
性
を
踏
ま
え
た
上
で
、
創
意
工
夫
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
人
材
不
足
と
い
わ
れ
る
地
域
再
生
に
お
い
て
、

そ
の
よ
う
な
人
材
を
地
域
の
内
外
か
ら
糾
合
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
成
否
の
鍵
に
も
直
結
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

最
後
に
、
地
域
金
融
機
関
の
動
向
も
注
目
さ
れ
る
。
産
業
再
生
機
構
が
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
背
景
に
は
、
金
融
庁
が
メ

ガ
バ
ン
ク
に
対
し
て
不
良
債
権
処
理
の
圧
力
を
加
え
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
圧
力
に
応
じ
て
、
メ
ガ
バ
ン
ク
は
否
応
な
く
不

良
債
権
所
に
踏
み
出
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
そ
れ
が
産
業
再
生
機
構
の
利
用
に
つ
な
が
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
他
方
、
地
域
金
融
機
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関
に
対
し
て
は
、
未
だ
そ
の
よ
う
な
強
い
圧
力
が
加
わ
っ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
が
問
題
の
先
送
り
を
許
す
背
景
に
も
な
っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
金
融
庁
が
地
域
金
融
機
関
の
不
良
債
権
処
理
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
対
応
を
し
て
い
く
の
か
が
注
目
さ

れ
る
。
た
だ
し
、
現
在
地
域
金
融
機
関
も
不
良
債
権
処
理
を
積
極
的
に
推
し
進
め
ら
れ
る
体
力
の
あ
る
も
の
と
、
そ
う
で
な
い
も
の

と
に
二
極
化
す
る
傾
向
が
あ
り
、
体
力
の
あ
る
金
融
機
関
は
自
ら
不
良
債
権
処
理
を
推
し
進
め
、
債
権
売
却
な
ど
を
進
め
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
経
営
悪
化
企
業
の
メ
イ
ン
バ
ン
ク
だ
っ
た
有
力
地
銀
が
債
権
売
却
に
よ
っ
て
取
引
関
係
を
解
消
し
、
体
力

の
な
い
第
二
地
銀
や
信
金
・
信
組
が
実
質
的
な
メ
イ
ン
バ
ン
ク
に
昇
格
し
て
し
ま
っ
て
い
る
事
例
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
な
る

と
こ
れ
ら
の
金
融
期
間
は
、
当
該
企
業
を
支
援
し
き
れ
ず
、
何
ら
か
の
対
応
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
く
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
た

が
っ
て
、
地
域
金
融
機
関
そ
の
も
の
の
中
に
も
変
化
の
兆
し
は
内
在
し
て
い
る
と
い
え
る
。

お
わ
り
に

以
上
の
よ
う
に
、
今
後
の
地
域
再
生
に
お
い
て
地
域
力
再
生
機
構
の
果
た
す
役
割
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
二
月
一
日
同

機
構
法
案
が
閣
議
決
定
さ
れ
た
が
、
現
下
の
「
ね
じ
れ
国
会
」
の
下
で
、
法
案
通
過
の
目
処
は
立
っ
て
お
ら
ず
、
宙
づ
り
状
態
が
続

い
て
い
る
。
さ
ら
に
、
福
田
政
権
に
対
す
る
支
持
率
も
低
下
し
て
お
り
、
不
透
明
感
が
漂
っ
て
い
る
こ
と
は
憂
慮
す
べ
き
事
態
と
い

え
る
。

他
方
、
二
〇
〇
八
年
度
か
ら
、
第
三
セ
ク
タ
ー
な
ど
を
含
め
て
自
治
体
財
政
を
監
視
す
る
地
方
財
政
健
全
化
法
が
施
行
さ
れ
、
第

三
セ
ク
タ
ー
が
自
治
体
財
政
に
与
え
る
影
響
は
大
き
く
な
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
総
務
省
は
、
金
融
庁
の
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
参
考

に
、
第
三
セ
ク
タ
ー
を
正
常
先
か
ら
実
質
負
担
先
ま
で
五
段
階
に
分
類
し
て
い
る
。
日
本
経
済
新
聞
社
が
、
こ
の
分
類
に
合
わ
せ
て

損
失
補
償
額
の
負
担
見
込
み
額
を
試
算
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
合
計
は
五
〇
〇
〇
億
円
弱
に
達
す
る
と
報
道
さ
れ
て
い
る
（
17
）。

（37）



一
刻
も
早
い
対
応
が
望
ま
れ
、
地
域
力
再
生
機
構
の
設
立
と
そ
の
業
務
開
始
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

注（
１
）

帝
国
デ
ー
タ
バ
ン
ク
の
二
〇
〇
七
年
倒
産
集
計
、http://w

w
w

.tdb.co.jp/report/tosan/syukei/07nen.htm
l

参
照
。

（
２
）

拙
稿
「
企
業
再
生
に
お
け
る
『
入
り
口
』
と
『
出
口
』
の
多
様
化
」、『
証
券
ア
ナ
リ
ス
ト
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
第
四
三
巻
第
四
号
、
二
〇
〇
五

年
四
月
、
二
三
〜
二
五
ペ
ー
ジ
、
参
照
。

（
３
）

拙
稿
「
地
方
再
生
に
お
け
る
産
業
再
生
機
構
の
役
割
」、『
証
研
レ
ポ
ー
ト
』、
一
六
二
九
号
、
二
〇
〇
五
年
四
月
、
二
〇
〜
二
九
ペ
ー
ジ
、

http://w
w

w
.jsri.or.jp/w

eb/publish/report/pdf/1629/1629_02.pdf

参
照
。

（
４
）

こ
の
間
の
同
研
究
会
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
は
、
内
閣
府
経
済
財
政
諮
問
会
議
の
Ｈ
Ｐ
、http://w

w
w

.keizai-shim
on.go.jp/special/

areastudy/index.htm
l

に
七
回
に
わ
た
る
議
事
録
や
討
議
資
料
等
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
５
）

「
地
域
力
再
生
機
構
（
仮
称
）
研
究
会
最
終
報
告
」
平
成
一
九
年
一
二
月
二
〇
日
、
七
〜
一
三
ペ
ー
ジ
、http://w

w
w

.keizai-shim
on.

go.jp/special/areastudy/07/item
1.pdf

参
照
。

（
６
）

前
掲
、
一
三
〜
一
四
ペ
ー
ジ
、
参
照
。

（
７
）

前
掲
、
二
三
〜
二
五
ペ
ー
ジ
、
参
照
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
の
記
述
は
、
あ
く
ま
で
も
最
終
報
告
書
を
ベ
ー
ス
と
し
て
い
る
。
最
終
報
告
書

の
発
表
以
降
、
株
主
や
出
資
な
ど
の
点
で
、
よ
り
具
体
的
な
詰
め
の
協
議
が
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
こ
こ
で

は
触
れ
な
い
。

（
８
）

前
掲
、
二
五
〜
二
七
ペ
ー
ジ
、
参
照
。

（
９
）

前
掲
、
二
七
〜
三
一
ペ
ー
ジ
、
参
照
。
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（
10
）

経
済
産
業
省
中
小
企
業
庁
「
中
小
企
業
再
生
支
援
協
議
会
の
活
動
状
況
に
つ
い
て
」、
二
〇
〇
七
年
一
一
月
一
二
日
、http://w

w
w

.

chusho.m
eti.go.jp/keiei/saisei/071112katudoujoukyou.htm

参
照
。

（
11
）

石
毛
博
行
「
公
正
中
立
な
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
調
整
が
さ
ら
に
期
待
さ
れ
る
中
小
企
業
再
生
支
援
協
議
会
」、『
タ
ー
ン
ア
ラ
ウ
ン
ド
マ
ネ

ー
ジ
ャ
ー
』
二
〇
号
、
二
〇
〇
七
年
二
月
、
一
四
〜
二
〇
ペ
ー
ジ
、
参
照
。

（
12
）

拙
稿
「
地
域
再
生
フ
ァ
ン
ド
と
デ
ッ
ト
・
デ
ッ
ト
・
ス
ワ
ッ
プ
」、『
証
券
経
済
研
究
』、
第
五
五
号
、
二
〇
〇
六
年
九
月
、
参
照
。

（
13
）

総
務
庁
「
第
三
セ
ク
タ
ー
等
の
状
況
に
関
す
る
調
査
結
果
」、
二
〇
〇
六
年
一
二
月
二
七
日
、http://w

w
w

.soum
u.go.jp/s-new

s/2006/

pdf/061227_3_00.pdf

、
参
照
。

（
14
）

本
件
に
関
し
て
は
、
田
中
孝
男
「
市
が
、
そ
の
第
三
セ
ク
タ
ー
の
債
務
に
関
し
て
、
金
融
機
関
と
の
間
で
締
結
し
た
損
失
補
償
契
約
が
財

政
援
助
制
限
法
三
条
に
違
反
す
る
と
し
た
事
例
」http://w

w
w

.tkclex.ne.jp/com
m

entary/pdf/2007-2-7-2.pdf

、
参
照
。

（
15
）

名
取
雅
彦
「
地
域
一
帯
〝
面
〞
の
再
生
は
実
現
可
能
か
」、『
タ
ー
ン
ア
ラ
ウ
ン
ド
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
』、
三
二
号
、
二
〇
〇
八
年
二
月
、
五
〇

〜
五
九
ペ
ー
ジ
、
は
様
々
な
興
味
深
い
取
り
組
み
を
紹
介
し
て
い
る
。

（
16
）

内
山
英
世
、
金
塚
厚
樹
、
小
國
義
之
「
第
三
セ
ク
タ
ー
の
再
生
ス
キ
ー
ム
の
研
究
」、『
タ
ー
ン
ア
ラ
ウ
ン
ド
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
』、
七
号
、
五

〇
〜
六
〇
ペ
ー
ジ
、
参
照
。

（
17
）

『
日
本
経
済
新
聞
』
二
〇
〇
八
年
四
月
六
日
、
一
面
、
参
照
。

＊
本
稿
を
作
成
す
る
際
、
高
木
新
二
郎
先
生
（
野
村
証
券
顧
問
・
地
域
力
再
生
機
構
研
究
会
座
長
）
か
ら
は
貴
重
な
お
話
を
賜
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
こ
と
を
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
た
だ
し
、
本
稿
中
に
事
実
誤
認
等
が
あ
り
ま
し
た
場
合
、
す
べ
て
筆
者
の
責
任
に
帰
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

お
断
り
い
た
し
ま
す
。

（
ま
つ
お
　
じ
ゅ
ん
す
け
・
客
員
研
究
員
）
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